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Kurikku             

                            

                

                

出会い系サイト勧誘メール！ 

  

  

  
 
 

携帯電話に出会い系サイトの広告メール。ちょっと不安だけれど、興味もあったし無料だし！ 

好奇心からアクセスしてみたら、なんだか面白そうな書込みが。思い切って登録してみると・・・・・

こんな経験有りませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会い系サイト勧誘メールの手口と、その対策！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♡♡女の子登録無料！♡♡ 

安心の出会いサイト 

♥◎♡◎♥◎♡◎♥◎♡◎♥ 

すてきな出会い見付 

けてね。♪♪♪♪ 

♥◎♡◎♥◎♡◎♥◎♡◎♥ 

ここをクリック。 

http://wtap.jp/~kl/fto

/freemail/1001.html 

請求書 

迷惑メール

督促状 

 

あなたにぴったりの、すて

きな彼氏が待ってます！ 

お話をするため今すぐ登録。   

メールアドレス 

 

名前 

住所 
 

登録 

abc123@xxx 

○関市○ 田町○

○ 

○  

情報○子 

ｸﾘｯｸすると 登録してしまうと 

悪質な 

勧誘 

どうして！ 

こんなことに 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

   
   

１  様々な種類の迷惑メール 
  携帯電話やインターネットの普及に伴い、迷惑メールが大量に届くようになりました。その種類は、

アダルトサイトや出会い系サイトの広告・宣伝メールをはじめ、架空請求やフィッシング詐欺を目的

とするものなどがあります。 

  中高生が出会い系サイトにアクセスしてしまうきっかけは、「出会い系サイト勧誘メール」に引っ

かかってしまってというケースが多いようです。 

※架空請求、フィッシング詐欺については、電子メール２、電子メール３で取り扱います。 
 

  ２  出会い系サイト勧誘メールの手口 
出会い系サイト勧誘メールの内容は様々で、女の子からの誘いを装ったり、「お小遣い稼ぎができ

る」と誘ったり、無料だったりと利用したくなるようにあの手この手を使ってきます。 

また、多くの場合はメールの本文中に「ここをクリック」とあり、ホームページの URL をクリッ

クすると出会い系サイトにつながるという仕組みになっています。 

中には、クリックするだけで会員登録されて不当請求が届くメールもあります。 
   

  ３  出会い系サイト勧誘メールが届いた時の対処方法 
①  出会い系サイト勧誘メールは、絶対に無視して下さい。 

好奇心からのぞくとワンクリックで会員登録されて不当請求の恐れがあります。 

また、携帯電話会社の迷惑メール拒否機能を利用することも大切です。 

②  好奇心からアクセスしたとしても、絶対に名前やメールアドレスを書き込まないで下さい。 

業者にあなたの個人情報を教えてしまうことになります。 

③  返信もしてはいけません。 

メールアドレスが使われていることを業者に知らせてしまい、更にたくさんの迷惑メールが届く

ようになります。 

④  優しそうな人で「会いたい」と言われても、絶対に会ってはいけません。 

会ってしまうことにより、様々な犯罪に巻き込まれる危険性があります。 

「会うこと＝危険なこと」肝に銘じておきましょう。 

ポイント 
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＜用語解説＞ 

 迷惑メール 

受信側の承諾を得ずに、広告や勧誘といった営利目的で大量に配信する電子メールのことです。国内では、携帯

電話向けの迷惑メールで被害が顕著になっています。迷惑メールの送信を食い止めるため、平成 14 年 7 月に「特

定電子メールの送信の適正化に関する法律（迷惑メール法）」が施行され、法規制の対象となりました。 

 

● 出会い系サイトとは                                           

電子掲示板等を通して、友だちや恋人、結婚相手等を募集し合うための出会いの場。一般には、携帯電話を使っ

て匿名性を保ったまま性的交渉をもつ相手を探す携帯サイトを指すことが多い。匿名性が高いため統計には表れに

くいが、数百万人の利用者がいると見られる。携帯電話への迷惑メールも、大半は出会い系サイト勧誘メールとなっ

ている。 

 

＜事例＞ 

 強盗・誘拐・強姦事件  

携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った男性にドライブに誘われたところ、自動車内に監禁された上に現

金を奪われ 、両親に身代金まで要求されてしまった。 

 ＊メールの交換だけでは、相手のことは分かりません。友だちと一緒だからといって安心してはダメ！ 誘われてつ 

いて行ったらそれが命取りになります。 

   恐喝事件  

  出会い系サイトで知り合った彼に、ホテルに誘われ・・・後日、ホテルで撮られた裸の写真をばらまくと脅さ 

れ、お金を要求されてしまいました。 

 ＊優しくてすてきな男性を装い、お金や少女の体を目当てにだまそうとする悪い人がいます。うっかり本気になっ 

て心を許したら相手の思うつぼです。 

 不正誘引・児童売春周旋事件 

出会い系サイトで知り合った彼からカラオケに誘われついて行ったところ、だまされて性風俗店に連れて行かれ、 

売春をさせられてしまいました。 

＊お小遣いをくれるからというおいしい話は特に危険。会ってしまってからでは取り返しがつきません。 

（以上 警察庁 サイバー犯罪対策 あぶない出会い系サイトより） 

＜関連事項＞ 

 特定電子メールの送信の適正化に関する法律（迷惑メール法） 

（表示義務） 

特定電子メール（受信者の同意を得ずに送信される広告宣伝メール）の送信にあたり、送信者に次の事項の表示 

を義務付け（第 3 条） 

①特定電子メールである旨 ②送信者の氏名又は名称 ③送信者の住所、電話番号 ④受信拒否の通知をする 

ことができる旨及び当該通知を受けるための電子メールアドレス 

（拒否者への再送信禁止） 

受信拒否の通知をした者に対する特定電子メールの再送信を禁止（第 4 条） 

（送信者情報を偽った送信の禁止） 

電子メールアドレス等の送信者情報を偽って広告宣伝メールを送信することを禁止（第 6 条） 

（その他） 

自動生成プログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てて、電子メールを送信することを禁止（第

５条） 

 

＜関係機関の情報＞ 

 迷惑メール相談センター（（財）日本データ通信協会内）  http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html 

 警察庁 サイバー犯罪対策 あぶない出会い系サイト    http://www.npa.go.jp/cyber/deai/index.html 

出会い系サイト勧誘メール 

http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html

